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In this essay, I confirm what the teleological judgment in Kant’s Critique of Judgment brings us. 

Basically the teleological judgment has a relation with the regulative use of reason and reflective 

power of judgment, and that brings us the systematic view of the world. I consider that Kant tried to 

lead the moral teleology from the systematic view of the world. Being based on Kant’s critical 

philosophy, through the criticizes of John H.Zammito and Tanabe Hajime, I’d like to develop the 

argument of the moral teleology.       

 

1.はじめに 

『判断力批判』は、美感的判断力の批判と目的論的

判断力の批判より構成される。筆者は、カントが両

判断力の働きを以って、『純粋理性批判』に於いては、

到達不能とされた超越的なもの（神）を、再度、新

たな方法（理性の統制的使用と反省的判断力の連関

に基づく方法、詳細は後述）を以って、捉えようと

したものと考えている。カントが、美感的判断力の

批判によって論じたことを簡単に記せば次のように

なるだろう。すなわち、私たちには、「純粋直観――

悟性」形式で捉える世界以外の世界の諸相、概念に

因らない、快の感情に基づく外界の把握（美の表象）

が可能であると言うこと、さらには、私たちが美を

表象する際の判断形式と、私たちが道徳について考

える時の思考形式には類似性が見られ、美という、

私たちの感性に基づくものが、道徳という叡知界に

属するものと接点を持つということであった。美感

的判断力に関する議論は、カント以前の哲学に見ら

れた、単なる思弁から叡知的存在を捉えるという独

断的な議論を、カントの感性界に軸を置いたうえで、

叡知界を展望する考えに因って乗り越えるものであ

ったと言ってもよいだろう。そうした面で、私たち

は美の議論を通じて、カント批判哲学の本質を垣間

見ることができたといっても過言ではない。 

しかし、そうした反面で美感的判断力は、私たち

の感情に関わるものであるが故に、内的・主観的で

あり、外界の対象を如何に捉えるかと言う点で弱点

があるように思われる。カントによれば、美感的判

断力を司るものは、反省的判断力であるが、その働

きの原理は、合目的性(Zweckmäβigkeit)とされる。こ

の合目的性が私たちの外界の把握に於いて、主観的

に働く場合、それは美と言う表象をもたらしたこと

は、これまで見てきたとおりであるが、それでは、

この合目的性の原理を、私たちにとって外的すなわ

ち客観に向けたら、世界はどのような諸相を見せる

のであろうか。『判断力批判』に於いて、美感的判断

力の批判に続いて展開される目的論的判断力の批判

は、まさにこうした疑問に答えるものであると言っ

てよいだろう。本論では、目的論的判断力に基づく

世界把握が、私たちに何をもたらすのかを見ていく

と同時に、美感的判断力の議論に引き続き、目的論

的判断力の議論も、如何にして超越的なものに関わ

り得るのか、について検討していきたい。具体的に

は、目的論的判断力の議論がどのような過程を経て、

道徳神学を展望し得る地点に到達し得るのかを見て

いくこととなる。 
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さて、『判断力批判』第二部「目的論的判断力の批

判」は、「分析論」、「弁証論」、付録「方法論」から

構成される。筆者は、「分析論」より扱い、順次その

内容を検討していく予定であるが、分析論に関する

議論に入る前に、目的論的判断力とはそもそもどの

ような働きをするかについて、多少迂遠な議論にな

るかもしれないが確認をしておきたいと思っている。

というのも、目的論的判断力の働きの正確な理解な

くして、『判断力批判』目的論全般の理解は覚束ない

と考えるからである。 

  

2.目的論的判断力の働き 

 カントは、「判断力批判への第一序論」（以下、「第

一序論」）の中で自然の諸形式の無限の多様性・異質

性に言及し、次のように論じる。 

 

  「経験は、経験一般の可能性の条件を含む超越

論的諸法則にしたがって一つの体系を形づくる

としても、それでも経験的諸法則については、

特殊な経験に属するであろう自然の諸形式のこ

のような無限の多様性とこのような大きな異質

性とが可能1」 

 

ここで、カントが論じている「超越論的諸法則…」

の件は、『純粋理性批判』に於いて論じられた「純粋

直観――悟性」形式に基づく、私たちの認識様式を

指していることは言うまでもないだろう。カントは、

ここで『純粋理性批判』段階で展開された認識様式

では、捉えきれないものが私たちの外界には存在す

ることに言及している。しかし、「純粋直観――悟性」

形式に基づいた私たちの外界の把握様式は、アプリ

オリで普遍的なものではなかったのか、という疑念

が湧いてくるのも事実であろう。確かに、美感的判

断力の議論に於いても、自然の諸形式の多様につい

て言及が為された。反省的判断力は、自然の多様性

を捉え、美という表象を私たちにもたらした訳であ

る。だが、美感的判断力に関する議論と目的論的判

断力に関する議論を同じ次元で扱うことはできない。

というのは、美感的判断力が私たちの主観に関係す

るものであったのに対し、目的論的判断力は、客観

に関するものだからである。カッシーラー(Ernst 

Cassirer)は、近代の機械的力学の考察を通じて、こ

の多様性を捉えようとする。 

 

   「ニュートンが言表した三つの根本法則、す

なわち、慣性法則、原因と結果の比例性の法

則、作用と反作用の同等性の法則の根底に、

三つの一般的悟性法則が対応して存在してい

ることを示している。しかし機械的力学の構

造およびその生成過程は、これのみではなお

十分に記述され、捉えられない。ガリレイか

らデカルト、ケプラーまで、さらにホイヘン

スとニュートンに至る機械的力学の歩みを辿

るならば、『経験の類推』によって要求される

ものとは異なる、別の連関が見出される2。」 

 

カッシーラーの議論が秀逸なのは、端に自然科学的

な世界の捉え方以外の捉え方がある、という漠然と

した形での多様性の提示ではなく、自然科学的な世

界の捉え方に基づいて、そこからあふれるような現

実の錯綜があることを提示していることにある3。と

もあれ、目的論的判断力が働く場というものは、「純

粋直観――悟性」形式から溢れる、多様性・特殊性・

偶然性を捉えようとするところなのである。それで

は、如何にして目的論的判断力は、多様性・特殊性・

偶然性を捉えるのであろうか。 

 カントによれば、判断力の働きは大きく二つに分

けることができる。まず一つは、「根底にある概念を

与えられた経験的表象によって規定する能力4」すな

わち規定的判断力(bestimmende Urteilskraft)と、「与え

られた表象をある原理にしたがって反省するたんな

る能力5」、反省的判断力(reflektirende Urteilskraft)とが

ある。規定的判断力は、これまで論じられたような

「純粋直観――悟性」形式の認識を産出するもので

あるため、ここでの議論に於いて主題とはならない。

問題となるのは、反省的判断力の働きである。反省

的判断力の働きについては、美感的判断力の議論で

も注目されたが、美感的反省判断は、「構想力と悟性

の調和的戯れ(harmonische Spiel)」をもたらした。目

的論的判断力は、こうした反省的判断力の内実を踏

まえ、私たちに対して外的なもの、すなわち客観に

調和という考えを当てはめるのである。合目的性も
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しくは自然の技巧(Technik der Natur)とも呼ばれる目

的論的判断力の原理は、私たちの目の前に広がる多

様性・特殊性・偶然性に調和をもたらすものなので

ある。 

 

「この判断力の能力は、諸物の測り知れない多

様性のうちで可能な経験的法則にしたがってこ

の多様性の十分な類縁性を見出し、（中略）自然

の一つの経験的体系へと到達することができる
6。」 

 

さて、こうして客観を調和の相を以って捉えるのが、

目的論的判断力の働きであるが、そもそもそれは何

を淵源としているものなのであろうか。カントは、

それを理性との関わりの中から論じるのである。 

 『判断力批判』全体を見渡せば、反省的判断力と

理性との関わりが所々で記されている訳であるが、

目的論的判断力の働きに理性が大きく関わっている

ことは、「第一序論」の中に明確に記されている。 

 

  「諸目的および合目的性の概念は、理性に客観 

の可能性の根拠が付与される限り、理性の概念 

ではある7。」 

 

「自然についての目的論的判断の可能性は容易 

に示されるのであり、（中略）この判断の可能性 

は、単に理性にしたがうからである8。」 

 

目的論的判断力の働きによって、私たちに展開され

る世界は、自然の有機的産物(organisiertes Produkt der 

Natur)との比較に於いて論じられることがあるが、

世界を有機体のような相で捉えると言う点に、理性

の影響があるということは、大いに見てとれよう。

カッシーラーは、「純粋直観――悟性」形式から現れ

る諸相を「断片(Fragment)
9」として把握している。

確かに自然科学的な物の見方に於いて、一つ一つの

事象はその結果、あるいはその原因と結びついてい

るかもしれないが、その事象が周りの他の事象と連

関を持つと言う訳ではなく、単体として存在してい

る。カッシーラーは、そうしたバラバラなものの並

立した状況を、断片として論じ、それに対峙するも

のとして「理性――反省的判断力」形式の把握方法

を提示しているように思われる。ザミートー(John 

H.Zammito)は、こうした別なる把握形式を「体系

(system)」と言う形で捉え、体系が、目的論的判断論

の働きを検討するに当たって、決定的な役割を果た

していることを提起している。 

 

「判断力が十分で、決定的な吟味を提起されう

るのは、その能力としての本質をなす体系の表

現を通じてのみである10。」 

 

また、彼は、更に踏み込んで、体系とは、理性自身

の能力の直接的な発揮として次のようにも論じる。 

 

  「カントは、理性に内的なダイナミズムを課し

た。それは、理性自身が目標を設定し、それら

を追求する能力である。彼はまた、理性に自己

実現の関心を課した。カントは理性に因る体系

の過程を意味しているのであった11。」 

 

 「カントの理性の概念における主要な要素は、 

体系であるが、彼のもっとも有益な洞察は理性 

の体系性が有機体の考えとの深く、持続した類

比を表していることである12。」 

 

ザミートーの論に従って見るならば、体系的な世界

観は、理性の内的なダイナミズムの現れと、考える

ことができよう。彼が提起している、世界を体系と

して見るという思想は、『純粋理性批判』段階におけ

る認識形式を超えるものとして、大いに注目するこ

とができる。そもそも、反省的（目的論的）判断力

の議論は、私たちの目の前に広がる、事物の多様性・

特殊性・偶然性を如何に処するか、と言う点にある

のだから、体系的世界観は、断片的世界観ではない

世界観を提起するものであり、私たちの疑問の解決

に資するものである。 

こうして、理性の影響下で、体系的世界観を産出

する目的論的判断力であるが、なぜそのような世界

観が作られるのかについても一言加えておく必要が

あろう。と言うのも、理性と目的論的判断力の連関

が、何故、体系的世界観をもたらすのかについては、
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「第一序論」の中で論じられていないからである。

ここで、筆者は、カントが、私たちの理性の働きに

関し、詳細に論じた『純粋理性批判』に立ち戻り、

その理由を確認してみたい。カントは、『純粋理性批

判』「超越論的弁証論への付録」の中で、純粋理性の

理念の統制的使用に言及し、理性の働き、理性と判

断力の関わりに関し、議論を展開している。『純粋理

性批判』「超越論的弁証論」に於いては、理性は私た

ちに誤謬推理をもたらすものと論じられているが、

カントはこの付録の中で、誤謬は判断力の欠陥に帰

せられるものと指摘している。すなわち、理性、悟

性のそもそも働きを考えるならば、「悟性が客観にお

ける多様を諸概念によって合一するのと同様に、理

性はそれ自身の側において諸概念の多様を諸理念に

よって合一する13。」ものであるため、判断力はそれ

ら能力の権能に合わせて、適用されねばならないと

いうことである。こうした点を踏まえて、カントは、

悟性と判断力の連関と、理性と判断力の連関を区別

し、その連関を司る理性の働きに言及するのである
14。 

 

  「普遍はすでにそれ自体において確実であって、 

かつ与えられており、その際には、包摂のために 

ただ判断力のみを必要とし、これによって特殊は

必然的に規定される。このことを私は理性の論証

的使用と呼びたい。他方においては、普遍はただ

蓋然的に規定されるのみで、単なる理念であり、 

特殊は確実であるが、この帰結に対する規則の普 

遍性はまだ問題である。（中略）しかし、後には、 

この規則から、それ自体において与えられてもい 

ないすべての事例が推論されるのである。私は、

この理性使用を理性の仮説的使用と呼ぼうと思

う15。」 

 

理性の論証的使用と仮説的使用とは、のちにカント

がそれぞれの働きを構成的 (konstitutiv)と統制的

(regulative)と論じているように、理性の構成的使用

と統制的使用に言い換えることができる。さて、こ

うして論じられた、理性の構成的使用、統制的使用

と判断力の連関はどのように行われ、私たちの目の

前にどのような諸相をもたらすのであろうか。筆者

は、カントが次のように論じている箇所に注目する。 

 

  「この理性統一[統制的使用に基づく――引用

者]はいつも理念、すなわち、認識全体の形式に

ついての理念を前提するが、この認識の全体は、

諸部分の規定された認識に先行し、各部分に対

するその位置と関係とをアプリオリに規定する

諸制約を含むのである。それゆえ、この理念は

悟性認識の完全な統一を要請し、この統一によ

って、悟性認識は単に偶然的な集合体になるの

ではなくて、必然的諸法則に従って連関する体

系となるのである16。」 

 

敷衍して言えば、理性の統制的使用は、私たちに全

体と部分と相互に依存した体系的諸相をもたらすの

に対し、理性の構成的使用（ここでいう悟性認識に

関わるもの）は、偶然的な集合の相を見せると言う

ことである。この議論は、先に筆者が、カッシーラ

ーやザミートーを引き合いに出して論じた、｢純粋直

観――悟性｣形式から現れる諸相を｢断片(Fragment)｣、

｢理性（統制的使用）――反省的判断力｣形式から現

れる諸相を｢体系(system)｣と論じたことと符合する

ものと言えよう。つまり、悟性の働きは、理性の構

成的使用に基づく規定的判断力の下にあり、私たち

に断片的な世界観をもたらす。その反面で理性理念

の追求を目指す、理性の統制的使用は反省的判断力

との連関の中で、体系的世界観を産出していくもの

と考えられるのである17。 

さて、ここまで目的論的判断力の働きについて確

認してきた訳であるが、このような多少迂遠とも思

える確認作業が何故に必要だったのかを記して、こ

の章を終えたい。これまでの議論を通じて述べてき

たことであるが、カントは『純粋理性批判』に於い

て、私たちの認識はアプリオリで普遍的・客観的な

ものであるとした。その認識形式は私たちにとって

揺らぐことのない確固たるものとして映る。その反

面でカントは反省的判断力の働きと言う形で、それ

とは異なる世界の切り取り方を示したように思える。

とりわけ目的論的判断力の働きは、私たちの客観に

関わるが故、既存の認識様式との齟齬が問題として

浮上する訳であるが、これまで見てきたように、目
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的論的判断力は、理性と反省的判断力の関わりの中

から既存の認識様式とは異なる物の見方を提示して

いるのである。目的論的判断力が語られるときに、

よく用いられる「合目的性」や「自然の技巧」とい

った術語は、物事を総体あるいは体系の相で捉えよ

うとする理性の能力が現れているものと思われる。

『純粋理性批判』の段階に於いては、理性は働きを

見せるものの、それは、私たちの認識には不具合を

もたらすものであり、消極的な枠の中で論じられる

ほかはなかったのである。目的論的判断力の働きは、

理性の理念に基づいた、統制的な理性の働きに着目

したものと考えることができよう。そして、カント

の理性の扱いがさらに秀逸なのは（それ故に、その

考えの理解が難解なのでもあるが）目的論的判断力

と理性に関わる諸相が、私たちにとって認識として

あるのではない（すなわち規定的ではない）と論じ

ていることである。もし、それが認識とされるので

あれば、その結果は『純粋理性批判』で論じられた

理性に因る誤謬と同じ次元に戻ってしまうのであり、

行き着くところ独断論に陥ってしまいかねない。あ

くまでもカントは、反省的であることに終始し、自

らの議論を展開しているのである。 

 

 「目的論的判定は、少なくとも蓋然的には自然

研究に導き入れられるが、これは正当なことで

ある。（中略）このことによって自然を説明しよ

うという僭越を敢えてするのではない。それゆ

え目的論的判定は、反省的判断力に属しており、

規定的判断力に属するのではない18。」 

 

カントを宗教哲学的視点から論じる場合、超越者の

導出が思弁のみに因っていないか、独断的に現れて

いないかという視点を持つことが肝要である。カン

トは、美感的判断力の議論に於いて、美という感性

界に属するものに軸足を置きながら、叡知界に接近

した。目的論的判断力に於いては、同じ反省的判断

力の働きを用いるとは言え、私たちの外的・客観に

その枠組みを当てはめるが故、より慎重にその働き

を吟味したと看取することができる。 

さて、カントは、このような目的論的判断力の吟

味から、「目的論的判断力の分析論」ならびに「弁証

論」を展開する。世界を体系として見るという視点

は、私たちに何をもたらすのであろうか、次章にて

検討していきたい。 

 

3.自然神学批判と道徳的目的論 

『判断力批判』の「目的論的判断力の分析論」な

らびに「弁証論」は、カントが主に「第一序論」で

確認した反省的判断力の働きの、外的・客観への投

げ入れと、それに伴う世界の諸相を問題としている。

端的に論ずれば、私たち人間がその投げ入れを通じ

て、見ることのできる世界観は、有機体的世界観と

言えるものである。カントは、そうした世界観につ

いて以下のような具体例を以って論じている。 

 

  「われわれは、自然目的というこの理念の規定

を完全に分析する前に、まず一つの実例によっ

てそれを解明したいと思う。第一に、一本の樹

木は既知の自然法則に従って他の樹木を産出す

る。しかし、この樹木が産出する樹木は同一の

類に属している。こうして樹木は、類からみれ

ば自分自身を産出するのであり、この類のうち

では樹木は、一方では結果として、他方では原

因として、自分自身から絶えず産出され、また

同様に自分自身をしばしば産出しつつ、類とし

ていつも自分を維持する19。」 

 

ここで見てとることができる有機体的世界観は、『判

断力批判』以前でカントが論じてきた自然科学的世

界観とは異なると言えよう。自然科学的世界観とは、

私たちに広がる外的・客観世界を機械的諸相で捉え

るものである。カント自身が、上記に挙げた樹木の

具体例と対比して記した、時計の例にあるように、

機械的諸相には原因と結果の連関は見られるが、そ

の繋がりは、一方的な関係であり、樹木のように結

果の中に原因を含むような相互依存的な関係ではな

い。（すなわち、時計のある歯車と別の歯車は、確か

に連携しながら時計全体の働きに貢献しているが、

ある歯車と別の歯車に共通の要素が含まれるもので

はなく、ましてや一方が故障したときに他方がそれ

を補うと言うとはあり得ないのである。） 
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「自然の有機的産物とは、そのうちではすべて 

のものが目的であり、相互に手段でもあるよう

なものであることを意見する。この有機的産物

では、なに一つ無駄なもの、無目的なものはな

く、また盲目的な自然のメカニズムに帰せられ

ることはできないのである20。」 

 

反省的判断力の働きに影響を及ぼす理性は、私たち

の外的・客観世界を、断片ではなく総体、全体そし

て体系といった諸相で捉えることをもたらすものと

考えることができよう21。 

さて、私たちの外的・客観世界に対するこうした

推論は、時計の故障が私たち人間のような外的存在

に因って修復され、時計と言うものの機能が維持さ

れるのと同様に、有機体的世界が何ものに因って維

持されるのかという議論に進んでいく。時計と人間

との関係の類比から、有機的世界とその創造者を見

てとることができるのは、私たちの理性の性質を省

みて、当然の成り行きとも思えるだろう。カントは、

このような有機的世界からその創造者（すなわち神）

を推論する試みを自然神学と称するのである。 

 

「自然神学 Physikotheologie は、自然の諸目的

（これらは経験的にのみ認識されうる）から自

然の最上の原因とその諸特性とを推論する理性

の試みである22。」 

 

筆者は、カントが目的論的判断力の働きを自然神学

に結実させる意図があったと見てはいないが、少し

ばかり自然神学が如何なるものであるか確認してみ

たい。私たちの日常を省みて、確かに自然神学的な

考えは受け入れる余地があるものと考えられる。私

たち人間は、科学技術の進歩により、自らの日々の

生活をより便利かつ快適なものにしているのは事実

である。とりわけ医学における進歩は、これまで難

病もしくは死に至る病気とされていたものから、私

たちを救い、寿命を延ばすことに大きく貢献してい

る。しかし、その反面で、私たち人間は、如何なる

科学技術の手段に因っても、どんな小さな生命をも

生み出すことに成功はしていないのである。生命の

誕生が、自然における神秘と称されることがあるよ

うに、人間にとって未知の領域を（比喩的ではある

かもしれないが）、神のなせる業と考えるのも当然と

言えよう。ザミートーは、カントが目的論的判断力

の働きと自然神学の関係を強調しつつ、次のように

論じている。 

 

  「生物的科学と目的論へのカントの関心の背後

にある超感性的、究極的理由についての議論が

ついに前に出る。つまり、神学、知的創造者の

概念への関心である23。」 

 

 「この『自然の合目的性』の哲学的問題は、超 

越的創造者という一つの解決のみ許したと、カ 

ントは主張した。（中略）結果的にカントは、私 

たちは自然を超えた、超越的で非常に優れた知 

性による実際の目的の計画を通じて、自然の合 

目的性を理解しうると信じた24。」 

 

先に論じたように、自然神学的な思考が私たちに受

け入れやすいものであることについては異論を挟む

ものではないが、ザミートーによる目的論的判断力

と自然神学の議論の焦点化は、『判断力批判』全体の

議論を鑑みて、些か違和感を覚えるのである。ザミ

ートー自身が、カントの「目的論は、その諸探求の

解明のどのような完成も神学のうち以外では見出す

ことができない25」の言葉を引きながら、カントの

議論と自然神学との結びつきを強調しているが、カ

ントによって、のちに展開される「自然神学は、ど

れほど推し進められようとも、それでも創造の目的

についてわれわれに開示することはできない（中略）

また自然神学の試みは、神学を基礎づけるというそ

の意図を達成しておらず、つねにただ自然目的論に

とどまる26。」という議論を見ていけば、カントの眼

目が自然神学に無かったことは看取できるのである。

確かに、ザミートーも目的論の最終的な決着が、自

然神学に逢着するものではないということは、考え

ていたようである。彼は、カントの目的論の議論が

「弁証論」に於いては、自然神学の中で収束する結

論を見出し、「方法論」で“The Ethical Turn”の名目の

下、道徳的目的論への転換を見せると論じている。

しかし、果たして目的論は、彼の言うような段階的



山形 泰之 

71 

とも言えるべき立場に於いて、理解するべきものな

のだろうか27。筆者はカントが一貫して道徳的目的

論を展開しているとの立場を取るものであるが、そ

れはカントが「弁証論」以前から自然神学を排する

姿勢を見せていることによるものである。 

 

  「目的論は（中略）自然からある悟性的存在者

を作り出すのではなく、しかしまた大胆にも、

自然の上に別の悟性的存在者を棟梁として置こ

うとするものでもない。なぜなら、このことは

僭越(vermessen)だろうからである28。」 

 

また、「目的論的判断力の批判」の最後に位置する「目

的論に対する一般的注解」では、自然神学と道徳神

学の関係に於いて後者が優先されることを示唆して、

カントは以下のように論ずるのである。 

 

  「自然＝目的論的証明が、あたかも同時に神学

的証明であるかのように確信させることは、最

高の悟性を経験的に証明するそれだけ多数の諸

根拠として、自然の諸目的の諸理念を利用する

ことに由来するわけではない。そうではなくて

この推論のうちには、あらゆる人間に内在して

こうした人間[の心]をきわめて深く動かす道徳

的証明根拠がひそかに混入しているのである
29。」 

 

さて、それではなぜザミートーは、自然神学の妥

当性を強く主張したのであろうか。筆者なりに推測

するならば、彼はカントの「弁証論」の議論を通じ

て、機械論と目的論の統一を図ろうとしていたので

はないかと考えるのである。その根拠は、彼が「本

当の興味深い問題は、如何にしてカントが有機体の

特徴を述べようとしたのかにあるのではない。その

問題は如何にしてカントが、経験的現実と、認識と

カントの哲学の全体としての体系を和解したのかに

ある30。」と論じ、その結果として「『自然神学』

(physicotheology)は、人間の論弁的悟性にとって避け

られない31」と議論を展開している箇所に現れてい

るものと考える。こうした議論は、カントの「一方

では機械的な導出と、他方では目的論的な導出とに

共通なこの原理は超感性的(Übersinnliche)なもので

あり、われわれは、フェノメノーンとしての自然の

根底にこの超感性的なものを置かなければならない
32。」といった主張に依拠するものであると思われる

が、筆者としては、こうした一見、自然神学を擁護

するような断片に囚われず、「目的論的判断力の批

判」全体に通底するカントの主張を捉えるべきでは

ないかと考えるのである。そもそも、ザミートーが

「弁証論」の目的を、機械論と目的論の統一や和解

と捉えていたのであれば、その意図はカントの主旨

からすれば逸脱したものと言えるだろう。と言うの

も、カントは、「弁証論」の解決を機械論と目的論の

統一や和解に求めたのではなく、そうした二律背反

は、もともと私たちの混同によるものとして、両論

が併存することにその解決を見出しているからであ

る。 

 

  「本来物理的な（機械的な）説明の仕方の格率

と目的論的な（技巧的な）説明の仕方の格率と

の間に二律背反が存在するように見える外観は、

すべて次のことに基づいている。それは、反省

的判断力の原則が規定的判断力の原則と取り違

えられて、反省的判断力の自律が、悟性によっ

て与えられる諸法則にしたがわなければならな

いような規定的判断力の他律と取り違えられる、

ということである33。」 

 

  「われわれは、こうした自然を二種類の原理に

したがって判定するであろう。その際、機械的

な説明の仕方は、目的論的な説明の仕方によっ

て、あたかも両者が矛盾するかのように排除さ

れることはないのである34。」 

 

筆者は、カントが、目的論的判断力の議論を通じ

て、自然を目的の相で捉える視点を確保したうえで、

自然神学を斥け、道徳的目的論に向かう姿勢を一貫

してとっているものと考えている。そうした姿勢は、

「方法論」に至る前に、既に散見されている。「分析

論」第六十七節と、「弁証論」第七十六節は、カント

が一貫して道徳的目的論を志向していることの現れ

とも言えるであろう。カントは、第六十七節で、「自
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然の現象の目的論的判定が、われわれに有機的存在

者が示す自然目的によって、自然の諸目的の一大体

系という理念を持つ権限をひとたびわれわれに与え

た35」と論じると同時に、「人間もそこでは一つの項

である体系としての自然全体における自然の客観的

合目的性とみなされることもできる36。」と主張して

いる。これは、私たち人間は、自然の諸体系の一大

体系を見る存在であると同時に、人間もそうした体

系の一つ、ということを表しているのではないだろ

うか。そして、こうした議論は、私たち人間が外界・

客観世界を、目的の相で捉えることができると同時

に、私たち自身も目的の相で理解されなければなら

ないということを示唆し、ひいては、私たち人間の

そもそもの目的とは如何なるものであるか――すな

わち道徳的目的、と言う疑問を巻き起こすものと考

える。無論、ここでは、人間の目的についての明確

な規定は為されていないが、目的に関する議論が俎

上に挙げられたことは、留意すべきことであろう。 

また、第七十六節は、第六十七節で行った方法とは

別の角度から、人間のそもそもの目的に迫るもので

あると考える。ここでは、カントは理性の働きの確

認をしながら、理性が到達しようとする超越的なも

のについて議論を行う。 

 

  「理性は、諸原理の能力であり、その極限的な

要求では無条件的なものへと向かう37。」 

 

  「なにかあるもの（根源的根拠）を無条件的に

必然的に現存するものとして想定する、という

要求する理性の絶え間ない要求38」 

 

ここまで見る限りでは、『純粋理性批判』で見られる

ような理性の働きを再確認しているだけのようにも

思われる。しかしカントは、それに続けて無条件的・

超越的なものであり、しかも私たち人間がその端緒

とされる自由に関しての議論を展開していくのであ

る。 

 

  「理性は、自然の理論的考察では自然の根源的

根拠の無条件的必然性という理念を想定しなけ

ればならない。これと同様に理性は、実践的考

察でも、理性が自分の道徳的命令を意識するこ

とによって、理性固有の（自然に関して）無条

件的原因性を、言い換えれば自由を前提にする
39。」 

 

「弁証論」が自然神学の議論に終始するのであれば、

理性の働きに着目することだけで事足りるであろう。

カントが、この節で敢えて自由に言及し、さらにそ

れに関し、「自由は、われわれの（一部分は感性的な

本性）と能力との性状にしたがって、われわれにと

って、またわれわれが、われわれの理性の性状にし

たがって表象しうる限りで感性界と結びついている

すべての理性的存在者にとっても、普遍的な統制的

原理として役立つのである40。」と論じていることは、

神・魂の不死・自由といった、私たち人間にとって

の超越的な理念の中で、自由は私たち人間の事実に

関わるものであり、他の二者とは位相が異なるもの

であることに言及するものであると言えよう。ここ

に、カントが自由を媒介としながら超越者に迫ろう

とするその考えを見てとることができるのであり、

まさしく道徳的目的論から道徳神学への道程を為し

ているものに他ならない、と考える。如何に自然神

学に関する論証が、私たちに受け入れやすいもので

あるにしても、私たち人間と超越的なものを結ぶ媒

介となるものが存在しなければ、その議論は独断に

至ってしまうであろう。カントは、自由と言う超越

的でありながら、しかも、私たちの感性界にも定位

するものに着目することに因って、感性界と叡知界

の繋がりを確保しようとしたと考えるのである。こ

のようなカントに因る議論を見る限り、「目的論的判

断力の分析論」が、ただ単に自然神学を展開するこ

とあったのではなく、道徳的目的論を射程に入れて

いたと考えざるを得ないのである。 

田辺元は、『判断力批判』第二部「目的論的判断力

の批判」の中心は、自然神学にあるのでなく、道徳

的目的論にあるものとして以下のように論じている。 

 

  「このように自然の全体に関しては自然そのも

のの立場に立つ物理的目的論 physische 

Teleologie を排して、道徳的意志の立場に立つ倫

理的目的論 moralische Teleologie のみを認める
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のがカント批判主義の特色である41。」 

 

さらに、田辺は、私たち人間が有機的世界の一端で

あるとしつつも、そこには収まりきらない人間の有

り様、すなわち道徳的存在としての人間があるとし

て、次のようにも論ずる。 

 

  「人間も自然の対象として考えられる限りは自

然の目的たる能わざること他の生物と異なる所

は無い。我々は之に対して更にそれが何の為に

存在しているかを問わざるを得ないであらう。

（中略）ただ一切の自然的制約を離れて無制約

的に自由に目的を規定し、それに従って因果の

連鎖を発生する可想体（或は本体）Noumenon

としての人間のみ終局目的たることが出来る。

斯かる道徳的主体、超感覚的理性者としての人

間に就いては、我々はそれが何の為に存在する

のかを問うことができない42。」 

 

筆者は、私たち人間を道徳的存在と捉え、その視点

から「目的論的判断力の批判」を解釈する田辺の議

論に共感を覚えるものであるが、彼の『カントの目

的論』に通底する飛躍的なカント解釈には賛同しか

ねるのである。 

田辺は、反省的判断力の根底には、私たち人間の

「認識せんとする意志」があると捉えている。 

 

  「反省的判断力はその根底にある『認識せんと

する意志』の反省的なる現れである43。」 

 

この「認識せんとする意志」というのは、カントの

言う「直覚的悟性(intuitive Verstand)
44」すなわち「直

観の完全な自発性の能力45」と考えてよい。田辺に

よれば、この直覚的悟性は、私たちの悟性（論弁的

悟性 diskursiver Verstand）とは異なる理念を持つ高

次の立場にあるものとされ、物事を無限の相で捉え

るものと考えられる訳であるが、この直覚的悟性が

いわば、自己運動を展開する中で、世界を目的の相

で捉えること、更には人間を目的の相で捉えること、

ひいては道徳的存在としての人間を導出すること、

を可能にすることを田辺は論じようとしたものと思

われる。この「意志のディヤレクティク Dialektik
46」

と称される議論は、それ自体は、無論興味深いもの

ではあるものの、カントの議論に即してみるならば、

その内容は、思弁に依拠しすぎたものではないかと

言う感は禁じえないのである。カントは、先の直覚

的悟性の紹介に際し、自ら「消極的 negativ
47」と注

釈を入れ、また、別の個所に於いては、次のように

論じることによって、その働きを消極的・反省的に

捉えている。 

 

  「物質的世界をたんなる現象と見なして、ある

ものを物自体そのものとして基体と考え、また

この基体の根底に対応する知的直観を置くこと

は 、 少 な く と も 可 能 で あ る (wenigstens 

möglich)
48」 

 

ここで言う知的直観とは、直覚的悟性のことを表し

ているものと言えるが、『純粋理性批判』で既に論じ

られているように、私たち人間にとって、消極的に

現れるものを議論の出発点に置くことは、私たちを

思わぬ誤謬に導くものではないだろうか。そもそも、

カント批判哲学は私たち人間の主観と、その外界に

広がる客観（事実）との関わりの中で、展開される

ものであり、単なる思弁による議論を許容するもの

ではないと言えるだろう。田辺による、意志のディ

ヤレクティクから、その発展とされる自覚的合目的

性の議論は、消極的・反省的にしか語り得ない直覚

的悟性とその運動を中心に論じている故に、単なる

主観の運動として映り、筆者には、カント批判哲学

の範疇からは逸脱するものと考えられるのである49。

また、田辺が『カントの目的論』の結論として置く

「自覚的合目的性の立場に立つ我々は、その限り神

性を我々の内に宿すのである50。」という議論は、私

たち人間が神と一となることができることを示唆す

るものであり、私たち人間を両義的存在とし、その

存在の不完全さを説明してきたカントの立ち位置と

は大いに異なるものであると言わざるを得ない。 

勿論、田辺はカントを基礎に置いた上で、自らが

かくあるべきと考えた議論を展開しようとしたこと

は理解できるものである51。自身が言及するように

ヘーゲル(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)の思想に依
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拠し52、「目的論的判断力の批判」を発展的に捉えた

ことは、当然、注目に値するものである。しかし、

筆者の立場は、あくまでもカント批判哲学の内実に

即し、如何にして、自然の目的論的探求が、私たち

人間が道徳的存在であることと結びつくのか、また、

その視点がどのようにして神へと至るのかについて

検討するものなのである。 

 さて、本章を終えるに当たりここまで議論してき

たことを確認しておく。カントが「目的論的判断力

の批判」で論じようとしたことは、ザミートーの言

うような自然神学でも、田辺の言うような思弁に依

拠した道徳的存在者としての人間の導出、あるいは、

人間が神と一体となるかのような神と人間の関係の

確認を目指すことではなく、あくまでも私たち人間

の有り様、いわば人間の事実に基づき、神への接近

を試みることなのである。人間の有り様、人間の事

実とは如何なるものであるかと言えば、カントによ

る、人間に対する次のような言及から推測されうる。

そこから見出される人間とは、感性界と叡知界に跨

る両義的で、かつ不完全な性質を持つものと言える

だろう。 

 

  「誠実なひとは、道徳法則を遵守することから、 

（中略）あの神聖な法則が自分のすべての力を向 

かわせる善だけを確立しようとする。しかし、誠 

実なひとの努力には限界がある53。」 

 

「かれが自分以外にも出会う誠実なひとびとは、 

幸福に十分値するにもかかわらず、この点を配 

慮しない自然によって地上の他の動物と等しく、 

欠乏、病気、不時の死というあらゆる禍悪に屈 

しており、またいつまでも屈し続けるであろ 

う54。」 

 

思弁による独断を排し、人間の有り様、人間の事実

に依拠しながら、私たちは、如何にして神の存在へ

と迫ることができるのか、カントは、目的論的判断

力に関する議論、そこから導出される道徳的目的論

を通じた道徳神学が、その展望を示すと考えていた

のではないだろうか。 

  

4．結びにかえて――道徳神学に至る、人間の

発展 

最後に『判断力批判』第二部「目的論的判断力の

批判」の議論が私たちに何をもたらしたのかについ

て確認しておきたい。これには、人間存在を巡るカ

ント三批判書の連関を確認する必要があるだろう。

『純粋理性批判』では、人間は感性界と叡知界に跨

る両義的存在とされる反面、その叡知的な有り様は

消極的な形でした主張することはできなかった。私

たち人間が感性界を超出し、神を展望することは、

理性に因る誤謬と見なされたのである。『実践理性批

判』は、人間の叡知的な側面、すなわち道徳的存在

としての有り様に着目し、道徳を通じて私たちは神

に接近できることを論じた。しかし、実践理性の働

きは、カント自身が論じているように、その働きの

優位の状況もあり、感性界との関わりが希薄な嫌い

も見てとれた。また『実践理性批判』で論じられた

道徳は、一個人の主観的なものとして語られたとこ

ろもあり、私たち人間全体という視点が不足してい

たのも否めないのである。このように見ていくと『判

断力批判』第二部「目的論的判断力の批判」に於け

る議論は、目的の相で感性界と関わり、かつ私たち

自身を目的の相で省みることで、道徳的存在として

の人間を浮かび上がらせる役割を担っているように

思えるのである。『純粋理性批判』と『実践理性批判』

に於いて、それぞれ論じられた人間像が、目的を媒

介にして、一つの形に逢着するものと考えられるの

である。   

カントは、『判断力批判』第二部「目的論的判断力

の批判」の議論を通じて、有機体的世界観、自然神

学に関する議論を経由しながら、道徳的目的論を展

開したものと言えるだろう。そのあと続く、「方法論」

は、ここまでの内実を踏まえて、私たち人間が道徳

を通じて、如何に神へと接近することが可能である

のか――すなわち道徳神学への議論、を展開してい

くことになる。 
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